
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（

（

（ ）

年 月 日

□

□

□

□

□

国民健康保険
被保険者証の返還

印鑑登録証の返還

年金受給者

●手続きの際に住民票・戸籍謄抄本等の取得が必要になることがあります。
   死亡された方と別世帯の方や、直系親族以外の方が来庁される場合は、
   同一世帯の方、直系親族の方が書かれた委任状が必要となります。

後期高齢者医療保険
被保険者証の返還

区）

区）

住民基本台帳カードの返還

令和

□

□

□

福祉医療受給者証の返還
（重度心身障害者）

□ 　 （重度心身障害者）

斎場使用料の納付

□
年金受給者の死亡届
または給付請求

□

□

□

□ マイナンバーカードの返還
(返還義務はありません）

□
マイナンバー通知カードの返還
（返還義務はありません）

必要なもの

～死亡届提出後の主な手続きについて（ご案内）～

死亡された人

マイナンバー通知カード所持者 マイナンバー通知カード

マイナンバーカード所持者 マイナンバーカード

●来庁される際は、下記の書類とご遺族の本人確認書類(免許証など）を
   ご持参ください。

手続内容 受付窓口

印鑑登録証

国民健康保険被保険者
後期高齢者医療保険被保険者

対象者

国民健康保険被保険者 国民健康保険被保険者証

申請者の通帳等、本人確認書
類、葬祭を行ったことがわかる
書類（会葬御礼、葬儀費用の領
収書等）

支払いが済んでいない方

 　保険管理班
　　（23-1130）
　　（23-1143）

各支所、出張所

●下記以外にも、市役所での死亡に関する手続きが発生する場合があります。

葬祭費の請求

後期高齢者医療保険被保険者 後期高齢者医療保険被保険者証

住民基本台帳カード所持者 住民基本台帳カード

身体障害者手帳

療育手帳の返還

身体障害者手帳の所持者

障害福祉サービス及び
自立支援医療受給者

障害福祉サービス及び
自立支援医療受給者証

身体障害者手帳の返還

総合窓口課
　　窓口班
　　（23-1127）

各支所、出張所

　　年金担当
　　（23-1226）
各支所、出張所

印鑑登録者

年金証書（手帳）、住民票の
除票、請求者の戸籍謄（抄）
本、住民票、通帳

精神障害者保健福祉手帳の返還

障害福祉サービス及び自立
支援医療受給者証の返還

精神障害者保健福祉手帳の所持者 精神障害者保健福祉手帳

福祉タクシー利用券の返還

福祉医療受給者
（重度心身障害者）

福祉医療受給者証

療育手帳の所持者
地域福祉課
　　障害者支援班
　　（23-1243）

各支所、出張所

療育手帳

福祉タクシー利用者 残りの福祉タクシー利用券

住　所

氏　名

住　所

氏　名 続　柄 死亡された人からみて

死 亡 届 の
届 出 人

死 亡 届 出 日

裏面もご覧ください



□

□

□

□

□

向津具出張所

ケーブルテレビの脱退また
は休止または名義変更

□

市営住宅の入居承継または
退去届または異動届

□

３４－１１１１ 宇津賀出張所 ３２－１１４０

各支所及び各出張所の連絡先

井戸水を使用している下水道
接続世帯の方

ケーブルテレビ
     放送センタ―
　  　（23-1541）

ケーブルテレビ加入者

２９－００４１

上下水道局
　　　（23-1169）
　　　（23-1190）

「ワンストップ窓口」のお知らせ

●

●

●

手続内容 対象者

子育て支援課
　　　（23-1156）

各支所、出張所

軽自動車税納税義務者

税務課
　　市民税班
　　　（23-1124）
　　固定資産税班
　　　（23-1125）
各支所、出張所
※軽自動車は車種によ
り、手続き先が異なりま
す。

上水道・下水道の名義人 右記に電話して下さい

(特別)児童扶養手当証書

児童手当受給者 新受給者の保険証、通帳等

（特別）児童扶養手当受給者

市県民税納税義務者

福祉医療受給者証

必要なもの

福祉医療受給者
（重度心身障害者を除く）

受付窓口

介護保険被保険者証の返還

原付バイク所有者 ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ（廃車の場合）

□

(特別)児童扶養手当証書の
返還及び資格喪失届

□

介護保険被保険者 介護保険被保険者証

高齢福祉課
　　介護支援班
　　　（23-1158）
各支所、出張所

固定資産税納税義務者

上水道・下水道の名義変更□

市県民税の相続

軽自動車の廃車または
名義変更

□

児童手当の消滅及び
新受給者の請求

建築住宅課
　　住宅班
　　　（23-1186）

市営住宅入居（同居）者

森林の所有者・名義人

農地の所有者
農業委員会事務局

　　　（23-1165）

農林水産課
　　林業振興班
　　　（23-1142）

添付書類の不足などの理由で、手続きが当日に完了しない場合もあります。

三隅支所　地域窓口班

日置支所　地域窓口班

油谷支所　地域窓口班

返却を要するもの（モデム、
ＡＣアダプタ、告知端末機等）

本庁総合窓口課においては、できるだけ一か所の窓口で各種手続きが行える
ように、ワンストップ窓口を実施しています。ただし、手続きによっては、担当課
へご案内することがありますのでご了承ください。

手続きにはかなりの時間を要しますので、時間に余裕をもってお越しください。

４３－０２２１ 通出張所 ２８－０２１１

３７－２１１１

３２－１１７９

仙崎出張所

俵山出張所

２６－１４４２

森林の相続□

井戸水使用人数の変更

農地の相続□

□
福祉医療受給者証の返還
 （重度心身障害者を除く）

原付バイクの廃車または
名義変更

固定資産税の相続


